
１．職員の給与の状況

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

　　　　　　給与水準を示す指数である。

　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

　　　　　　単純平均したものである。

　　計　　　Ｂ

一人当たり給与費

給与費　Ｂ／Ａ

千円

給与費

千円

期末・勤勉手当

南アルプス市の給与・定員管理等について

給　 料

6,2242,446,025

職員手当

千円

　　　　　千円

(参考)類似団体平均

一人当たり給与費

千円

6,2153,858,646

　　　２　職員数は、平成２０年４月１日現在の人数である。

　　　１　職員手当には退職手当を含まない。

20 392,607 1,020,014

千円

72,869

  年度

住民基本台帳人口

　　　　　（２０年度末）

人　

（参考）人件費

　　　　　　Ｂ

　　　　　　　千円

人件費率歳出額　

　　　　　　Ａ

　　　　　　％

実質収支

１９年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

27,697,455 18.91,146,818 5,245,221

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　千円

区分

　　　　　　Ａ

20

職員数

（南アルプス市人事行政の運営等の状況報告）

平成２１年度版

　　　　　　　　２　　南アルプス市の平成２０年度のラスパイレス指数は、９７．６です。

　　　（参考） １　　山梨県のラスパイレス指数は、（平成２０年度）９９．７、（平成２１年度）９８．１となっています。

20.5

年度

区分

人 千円

620

※Ｈ２１総務省資料より
　(２１年４月１日）

(H16)
98.2(H16)

96.8

合併時
(H1５)
97.7

(H21)
97.7

(H21)
96.3

(H21)
98.4

90

95

100

105

南アルプス市 類似団体平均 全国市平均
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２．職員の平均給与額、初任給等の状況

 (１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２１年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

　　　　③消防職

歳 円 円 円

円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円

（注）１　「平均給料月額」とは、２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

 　　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時　　　　　 

＿

323,563

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊
手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

373,700

379,629

平均給料月額区分 平均年齢 平均給与額(国ベース)

390,50043.7 342,200

平均年齢

43.3

361,464

時外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
明らかにされているものである。

297,57439.3

類似

団体

国

南アルプス
市

区分

南アルプス市

平均給与月額

417,081341,279

＿325,52141.5

山梨県

類似

国

団体 43.7

361,600

387,832

※Ｈ２１山梨県資料より
(２１年４月１日）

※Ｈ２１総務省資料より
(２１年４月１日）

333,650

391,770

※Ｈ２１総務省資料より
(２１年４月１日）360,983

平均給与月額（国ベース）

327,800

＿＿

平均給与月額

380,400

※Ｈ２１総務省資料より
（Ｈ２１年４月１日）

平均給料月額

39.4

＿

公務員

平均年齢 A/B

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円 用務員 54.5 歳 円

歳 人 円 円 円 調理師 43.8 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

公務員（C) C/D

－ － －

円 円 1.53

円 円 1.16

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているのではない。

※年収ベースの｢公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成17年～平成19年の3ヵ年平均)

支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

316,819

うち用務員

うち学校給食員 4,410,300

4,934,300 3,227,400

3,805,600

　　　　　　区　　分

南アルプス市

民間（D)

参考

年収ベース（試算値）の比較

－

　　　　　　区　　分

民間 参考

285,54849.2

48.9 293,863

南アルプス市

うち用務員

51.3

48.7

48.9

うち学校給食員

59.3

山梨県

333,100

277,100

－

331,159

304,300

263,400

379,151

287,700

257,900 －

－

333,100

270,200

355,967

322,737

1.56

1.06

－

－－

－ － －

－

－

－

305,718

272,300

214,000

平均給与月
額（B)

－

－

－

－

対応する

民間の類

似職種

278,400

平　均　年　齢 平均給料月額 平均給与月額（A) 平均給与月額（国ベース）職員数

国

類似団体

212

4,429

6

2

17

57
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(２) 職員の初任給の状況（２１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 － －

円 － －

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３．一般行政職の級別職員数の状況

（注）１ 南アルプス市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

 　　　 　２   標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

8.031

　　　　　　　　人
主事、技師１　　級

21

２　　級

高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

消　防　職

教　育　職 大　学　卒

20.8
参事、課長、課長補佐

81

　　　　　　　　人

大　学　卒

　　　　　　　　％

195,700

高　校　卒

146,700

区　　　分

-

332,300

262,400

-

265,200

306,400

-

267,900

248,100

140,100

178,800

山梨県 国

172,200

区　　分 標準的な職務内容

部長、参事

267,900

233,600

７　　級

129,200

144,500

消　防　職

技能労務職 -高　校　卒

一般行政職 大　学　卒

140,100

262,400 360,500

経 験 年 数 １ ５ 年

306,400

大　学　卒

経 験年 数 １ ０ 年区　　　         分

-

-

-

高　校　卒 - -

-

経 験 年 数 ２ ０ 年

(３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２１年４月１日現在）

中　学　卒

157,900

　　　　　　　　％

-

6.4

　　　　　　　　人

25

職員数

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

5.4

　　　　　　　　％

30.1

高　校　卒

 (１) 一般行政職の級別職員数の状況（２１年４月１日現在）

12.3

　　　　　　　　％
副主幹

６　　級

４　　級

課長補佐、主幹
　　　　　　　　人

66

　　　　　　　　人

技能労務職

３　　級

一般行政職
172,200

121,600中　学　卒

137,200

主　任

208,900

主査、副主査

５　　級

117

17.0

南アルプス市

48

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

-
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４．職員の手当の状況

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 3.0 月分 月分 3.0 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（注） 　平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

1,825

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.6）

・役職加算　　　　　５～２０％ ・役職加算　　　　　５～２０％

－
千円

勤勉手当期末手当

（20年度支給割合）

 (２) 昇給への勤務成績の反映状況

　人事評価制度を導入していないため、昇給への勤務成績は反映していません。
平成２０年度より人事評価制度の試行を実施。施行状況を検証の上、反映をする予定

国南アルプス市

・管理職加算　　 １０～２５％

（加算措置の状況）

（1.6）

1.5 1.5

（0.75）

山梨県

 （１） ①期末手当・勤勉手当

3.0

・管理職加算　　措置なし

（1.6）

　人事評価制度を導入していないため、勤勉手当への勤務成績は反映していません。
平成２０年度より人事評価制度の試行を実施。施行状況を検証の上、反映をする予定

・役職加算　　　　５～１５％

1,674

１人当たり平均支給額（20年度）

（0.75）

　　勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

・管理職加算　　 １０～２５％

1.5

（0.75）

千円　

１人当たり平均支給額（20年度）

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

１級
1.4%

１級
5.2%

１級
5.4%

２級
10.7%

２級
11.0%

２級
8.0%

３級
17.7%

３級
26.7%

３級
30.1%

４級
9.8%

４級
15.2%

４級
12.3% ５級

7.7%

５級
14.5%

５級
17.0% ６級

21.8%

６級
20.9%

６級
20.8% ７級

20.9%

７級
6.5%

７級
6.4% ８級

7.7%

９級
2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２１年の構成比 １年前の構成比 合併時の構成比
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（２） 退職手当（２１年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

（３） 地域手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

 （４） 特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

千円

　円

　％

消防署職員

23.50

45～59歳（3～30％）他

定年前早期退職特例措置

ー 24,749

国の制度（支給率）支給率

30.55

国

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

59.28

59.28

33.50

47.50

41.34

59.2859.28

33.50

深夜の勤務時間が５時間超２５０
円　　２時間～５時間１７０円
２時間未満１４０円

3,752

44,141支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

出動１回につき、ポンプ車隊員等
３００円、はしご車隊員等５１０円

従事した１日（死体解剖は１時間）
あたり、５００円

月額３，０００円

野犬処理業務に従事した職員

12.6

左記職員に対する支給単価

条例手当数　７（うちＨ２０支給手当数　５）

59.28

59.28

47.50

30.55

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

支給職員

※本市では、該当なし

支給実績（２０年度決算）

支給実績（２０年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

-

支給対象職員数

-

支給対象地域

支給業務

野犬処理従事手当

手当の種類（手当数）

手当の名称

野犬処理従事職員

救急業務手当

右記の業務に従事し
た職員

行旅病人の保護及び病院等への収容又
は死体処理等に従事した職員

救急業務に従事した消防職員

行旅病人及び行旅死亡
人取扱手当

防疫等従事職員

市税等の滞納整理に関する事務又は補助
事務に従事した職員

消防署職員

１日につき１，０００円

夜間特殊業務手当

火災出動手当

防疫等作業手当

１回につき２５０円
救急救命士１回につき３５０円

感染症の患者等の救護、その物件の処
理、病原体の検査、死体の処理に従事し
た職員

火災出動に従事した職員消防署職員

収納課職員

50～59歳(2％～20％)

定年前早期退職特例措置

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度）

41.34

南アルプス市

23.50

滞納整理手当

１回につき１，０００円

資料提供なし

消防職員で交代制勤務を正規の勤務とし
ている者が、深夜に通信業務に従事したと
き
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（５） 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（６） その他の手当（２１年４月１日現在）
国の制度と 支給職員１人当たり

123,292

219

211

国の制度 支給実績

76,333

役職に応じ４６，３００
円～１３９，３００円を
支給

管理又は監督の地位にある職員のうちその
職務の特殊性に基づき規則で定められた職
にある者に支給
役職に応じ　４１，６００円～７５，２００円を支
給

千円

千円

千円

28,342

68,496

1,788

5,705

458

35,198 千円

千円

同じ

異なる管理職手当

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日
の午前５時までの間に勤務した職員（消防
職員にあっては、睡眠時間中に割り振られ
て勤務する職員）に支給
勤務した時間に対し、１時間当たりの給与額
に２５/１００を乗じた額

宿日直手当 同じ

管理職員が臨時又は緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合に支給
５，０００円～９，０００円/回支給

夜間勤務手当

宿日直を命ぜられた職員に支給  ４，２００円
/回
夜間電話当番　１，０５０円/回

123,485支給実績（１９年度決算）

支給実績（２０年度決算）

異なる内容

住居手当

扶養親族として配偶者、子等を有する職員
に支給
①配偶者　　　　　　　１３，０００円/月
②配偶者以外の扶養親族　　　　６，５００円/
月
（配偶者がいない場合は１人目　１１，０００円
/月）
満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの
間にある子１人につき　５，０００円加算

②４輪車使用者と２
輪車使用者の区分
なし

通勤手当

扶養手当

①異なる
②同じ

①２，５００円/月
※新築・購入から５
年間を限度に支給
②家賃額に応じて最
高２７，０００円/月

自己所有の家又は借家等に居住する職員
に支給
①自己所有住宅居住職員　　　４，０００円/
月
②借家・借間居住職員
  家賃額に応じて最高２７，０００円まで

同じ

通勤距離が２ｋｍ以上の職員に支給
①交通機関等利用者　６ヶ月定期券等の額
を一括支給（ただし、月額換算５５，０００円を
限度）
②交通用具使用者
・４輪車使用者　通勤距離２ｋｍ～２０ｋｍのと
き　距離に応じて３，０００円～１１，８００円を
支給、２０ｋｍを超えるとき　１ｋｍにつき５８０
円を加算
・２輪車等使用者　通勤距離に応じて２，００
０円～２４，５００円を支給
③　①及び②の併用者
  ①及び②によりそれぞれ算出した額の合
計額

①同じ
②異なる
③同じ

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

96,695

円640,150

円

円千円

（２０年度決算） 平均支給年額

（２０年度決算）

円

78,277

107,311

円

54,191

円

千円

円管理職員特別勤務手当

3,399

261,796

役職等に応じ６，００
０円～１８，０００円を
支給

との異同内容及び支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

異なる

手　当　名

6



５．特別職の報酬等の状況（２１年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

在任期間ごと

(注) 　退職手当の「１期目の手当額｣は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月）勤めた場合における退職手当

　　の見込額である。

退
職
手
当

640,000

給 料 月 額 等区 分

備　　　考

市 長

副 市 長

給料月額×在職月数×０．４２

給料月額×在職月数×０．２５

教 育 長

市長、副市長、収入
役、教育長

正副議長、議員

給料月額×在職月数×０．20

679,000

　　（算定方式）

-

　（１期目の手当額）

305,000

240,000

250,000

1,030,000

報
酬

400,000

月分

350,000

期
末
手
当

3.3 月分

4.4

　　（２０年度支給割合）

　　（２０年度支給割合）

571,000

議 員

360,000

551,000

副 議 長

578,000 -

議 長

475,000

507,000

教 育 長

822,000

市
長

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

副 市 長

800,000

　※Ｈ２１総務省資料
　（２１年4月1日現在）

16,128,000

7,680,000

5,548,800

　（支給時期）
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業務の統廃合・効率化,欠員不補充

職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員

などを含み、臨時又は非常勤職員を除いている。以下同じ。

「その他」には、死亡、任期満了が含まれる。

業務の統廃合・効率化

業務の統廃合・効率化

任期付職員（常勤） 0

195 162

195 162

464

154

0

△ 9

0

0
0

△ 3

0

499 466

△ 19

0
0

△ 7

4 1

主な増減理由

△ 7

0

0

対前年増減数

職　　員　　数

平成19年 平成20年

154 △ 3

0

20-21
平成21年

455

0
0
0
0

157

合計

人

退　　　　　　　　　　　　　　職

技能労務職 1 4

人 人 人

その他

6.90

一
般
行
政
部
門

消　防　職 1

5

区分

部門

82 91

任期付職員（常勤）

任期付研究員

小　　　計

任期付職員（短時間）

任期付職員（常勤）

再任用職員（常勤）

82 91

464
再任用職員（常勤）

499 466

157

正式任用

再任用職員（短時間）

特
別
行
政
部
門

正式任用

任期付研究員

小　　　計

再任用職員（常勤）

再任用職員（短時間）

任期付職員（短時間）

84

職種 定年 勧奨

小　　　計 91

公
営
企
業
等
会
計
部
門

再任用職員（短時間）

任期付職員（短時間）

正式任用 91

区分
採用

合　　　　計 712776

早期退職

693719

一般行政職
人 人 人

10 18

（２）職員の採用及び退職等の状況（平成２０年度）

普通

23

4

29

100.00

2

６．職員数の状況

（注）

84

任期付研究員

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

455 △ 9

平成１５年

合併時

（注）

17.2475.86 0.00

1

合計
11

22 0

（構成比％）

0

0.00

2

（各年４月１日現在）
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（３）職員の昇任及び降任の状況（平成２０年度）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

土木

民生

衛生

普
通
会
計
部
門

税務

労働

農水

商工

議会

総務

一
般
行
政
部
門

計

(４) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

降　　　　任
部長級

人

0

0.6%

0

　　　２　[     ]内は条例定数の合計であり、平成２１年３月に改正しました。

(参考)

[    ７５７    ］ [    ７１８     ］ [ 　△３９  ］ 人口１万人当たり職員数（Ｈ2１）　９５．１０人
合　　計

712 693 △ 19

△ 5 土地取得事業及び土地造成事業の廃止

小　計 91 84 △ 7

0

下水道 13 12 △ 1 事務の統廃合・効率化

水道 37 36 △ 1 事務の統廃合・効率化　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病院

交通 1 1

その他 40 35

小　計 621 609 △ 12
（参考)
人口１万人当たり職員数(H2１)　　８３．５７人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数(H2１)　　　９０．５３人）

△ 2 事務の統廃合・効率化、欠員不補充

消防部門 82 81 △ 1 死亡退職による減員

教育部門 75 73

事務の統廃合・効率化

464 455 △ 9
（参考)
人口１万人当たり職員数(H2１)　　６２．４４人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数（H2１)　　 ６６．８８人）

43 42 △ 1

事務の統廃合・効率化

172 169 △ 3 事務の統廃合・効率化

47 44 △ 3

農林業部門の充実

10 10 0

27 28 1

△ 230 28

4 4

0 0

平成２０年 平成２１年

職 員 数

技能労務職

区分 昇　　　　　　　　　任

11 13 4

消防職 0 0 0

合計 11 13

（構成比） 1.5% 1.8%

人 人 人

職種 課長補佐 課長級

0

主 な 増 減 理 由

一般行政職

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

4

0

対前年
増減数

131 130 △ 1 事務の統廃合・効率化

0

事務の統廃合・効率化
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(６) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

人 人 人 ％

③　定員適正化手法の概要

ア

イ

ウ

エ

職員数

平成17年4月1日

職員数

平成22年4月1日

706 672 34 4.8

①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

※企業局除く全職種

※集中改革プラン期間内

事務事業の見直し　　　事務事業評価システム構築し、事業評価を行う。スクラップ・アンド・ビルドを原則とする。

公務能率の向上　　　　組織目標及び組織目標を設定し、取り組むための目標管理制度を導入する。

 34人の減 ※企業局除く全職種

組織・機構改革　　　　　行政需要に対応した組織・機構の見直しを計画的に行う。

平成17年4月1日

119 68 1 693

人

0 10 37 74 88 94 74 55 73

人 人 人 人
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

51歳 55歳 59歳 以上35歳 39歳 43歳 47歳未満 23歳 27歳 31歳

～ ～

計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

48歳 52歳 56歳 60歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

(５) 年齢別職員構成の状況（平成２１年４月１日現在）

②　(参考)南アルプス市行政改革実施計画(集中改革プラン)における定員管理の数値目標(数)　

純減数 純減率

計画期間
数値目標

始　期 終　期

民間等委託　　　　　　　指定管理者制度の積極的な活用を図り、外部民間委託を進める。

平成22年 4月 1日

0

5

10

15

20

構成比(21.4.1)

合併時の構成比

%

10



（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

8

14 42 98

51

61 150

△ 38△ 19△ 7
△ 52

136.84%

50.00%

37

4

35

19

15

47

21

53 47

2 2

0 △ 6

△ 15△ 11

6

31

47 53

6

9

16

37

2

50.00%

0

△ 2
△ 4

△ 29
93.10%

90

63

△ 27
△ 9△ 2△ 13

719

※職員数には、教育長を含める。

707712 693 693745 734

98 26

差引

増員

△ 31

4

総計

減員 129

43

全職員数

39

公営企業
等会計
（企業局除
く）

減員 2 5

差引 2 4

職員数

増員

38 38

82

公営企業
等会計
（企業局）

減員 2

39

増員

差引 △ 2

職員数

1

37

0 △ 1

43

1

△ 1 0

16

7

162

9

157 154 154

△ 27
△ 13

168

207.69%

2 7

△ 12 △ 5△ 7

2

10

181

453455464 455

△ 3△ 14

特別行政
（教育、
消防）

減員 25 17

差引

増員 11 5

職員数 169

職員数 482 479

21

8

差引 △ 17 △ 3

466

12 42

10 33

３年目 ４年目 ５年目

一般行政

減員 100 15

増員 83 12

④　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

計計画始期 １　年　目 ２年目

　　　　　＜特別行政部門＞欄を参照のこと。

　　　　　までの職員増減数の累計を示す。

　　　４　特別行政（教育、消防）部門の内訳は、⑤定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の内訳の

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

Ｈ１７年 １８　年 １９　年 ２０　年 ２１年 ２２年 １８年～２２年
数値目標

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降現年

11



⑤

＜一般行政部門＞

455

8

466 464 455

△ 2 △ 9

10 33

△ 27差引 △ 17 △ 3 △ 13

90

63

54

25

△ 29

453

21 12 42

計

減員 100 15

増員 83 12

職員数 482 479

47 44 44職員数 49 51 48

△ 5 (増員理由)1

50

△ 3 △ 1 △ 3

1 2

11 (減員理由)

6

7

8

4 1 5

土木

減員 1 1

増員 6 3

差引 5 2

10 10 10職員数 18 12 11

△ 8 (増員理由)△ 5

13

△ 1 △ 1 0

8 (減員理由)

0

5

0

1 1

商工

減員 6

増員 5

差引 5 △ 6

27 28 28職員数 27 28 28

1 (増員理由)0

27

0 △ 1 1

2

2 (減員理由)

3

2

2

1 1

農林

減員 14

増員 3 1

差引 △ 11 1

43 42 42職員数 43 44 41

△ 1 (増員理由)△ 2

41

△ 3 2 △ 1

3 3

9 (減員理由)

8

2

0

3 1 4

衛生

減員 30 1

増員 26 2

差引 △ 4 1

172 169 169職員数 182 182 173

△ 13 (増員理由)△ 13

169

△ 9 △ 1 △ 3

2 4 4

26 (減員理由)

13

17

4

11 5 7

民生

減員 36 3

増員 25 3

差引 △ 11 0

30 28 28職員数 27 29 29

1 (増員理由)5

32

0 1 △ 2

1

2 (減員理由)

3

0

5

2

税務

減員

増員 3 2

差引 3 2

131 130 130職員数 132 129 132

△ 2 (増員理由)△ 15

117

3 △ 1 △ 1

5 2 22

32 (減員理由)

30

21

6

2 3 23

総務

減員 17 4

増員 15 1

差引 △ 2 △ 3

4 4 4職員数 4 4 4

0 (増員理由)0

4

0 0 0

0 (減員理由)

0

0

0
議会

減員 2

増員

差引 △ 2 0

２年目 ３年目 ４年目 ５年目部門 計画始期 １年目

18年～22年
手法（事由）の概要

計

数値目標
１９年 ２０年 ２１年 ２２年区分 Ｈ１７年 １８年

定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の内訳

（各年４月１日現在）
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＜特別行政部門＞

＜公営企業等会計部門＞

15

4

86

11

6

35

11

84

2

19

91 84

0 △ 7

職員数 82 86 91

差引 0 4 5

増員 4 9 6 2 2

差引

17

計

減員 4 5 1 2 9

40 35 35職員数 29 33 39

△ 1 4 6 1 △ 5 6

(減員理由)13 5

(増員理由)

増員 1 9 6 2 2 19

12

その他

減員 2 5 1 7

下　水

減員

(増員理由)

職員数 14 14 14 13 12

△ 1 △ 1 △ 2差引 3 0 0

0増員 3

2 (減員理由)0

2

1 1

(増員理由)

職員数 1 1 1 1 1 1

差引 △ 1 0 0 0 0 0

(減員理由)

増員 0

0 1

36

交　通

減員 1

(増員理由)

職員数 38 38 37 37 36

0 △ 1 △ 2差引 △ 1 0 △ 1

2 (減員理由)5

20
水　道

減員 1

増員

1 1

△ 3

35

手法（事由）の概要

部門 計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 計

２２年 １８年～２２年

0

△ 1

（各年４月１日現在）

区分 Ｈ１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年

157 154 154職員数 181 169 162

△ 7 △ 5 △ 3

2 2 7

43

16

△ 27

9 7 10

計

減員 25 17

増員 11 5

差引 △ 14 △ 12

82 81 81職員数 82 81 82

△ 1 (増員理由)0

82

1 0 △ 1

1

2 (減員理由)

1

4

4

1

消防

減員 5 1

増員 5

差引 0 △ 1

75 73 73職員数 99 88 80

△ 26 (増員理由)△ 13

86

△ 8 △ 5 △ 2

111 2 7

9 7 9

教　育

減員 20 16

増員 6 5

差引 △ 14 △ 11

２年目 ３年目 ４年目 ５年目部門 計画始期 １年目

２２年 １８年～２２年

2

16

計

数値目標

0

41

15

24

（各年４月１日現在）

区分 Ｈ１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年

数値目標

28

15

△ 13

168

手法（事由）の概要

(減員理由)
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（１）勤務時間の状況（平成２１年４月１日現在）

① １週間の勤務時間

② 一般職員の勤務時間

（２）一般職員の年次有給休暇の使用状況

日

（３）特別休暇等の状況（平成２１年）

1 日

2 日

3 日

4 日

5 日

6 日

7 日

8 日

9 日

10 日

11 日

12 日

13 日

14 日

15 日

16 日

17 日

18 日

19 日

20 日

21 日

22 日

その他

　　　　　　　　時　　分

　　～　 　　　時　　分

妻の出産休暇

妊娠中又は出産後の通院休暇

産前休暇

生理休暇 その都度必要期間

リフレッシュ休暇

退勤途上の危険を回避する場合

組合休暇

住居の滅失・損壊の場合 その都度必要期間

災害・交通機関の事故等により、出勤が困難な場合 その都度必要期間

夏季休暇 ３日以内

感染症まん延防止休暇 その都度必要期間

忌引休暇 父母配偶者が７日

父母の祭日（法要）休暇 1

子の看護のための休暇 ５日以内

産後休暇 ８週間

育児休暇 １日２回各３０分以内

男性職員の育児参加のための休暇 ５日以内

２日以内

６週間（多胎１４週間）

ボランティア休暇 ５日以内

結婚休暇 ５日以内

１～４週に１回

その都度必要期間

ドナー休暇・骨髄提供休暇 その都度必要期間

証人、鑑定人、参考人として官公署出頭

選挙権その他公民権の行使

平成２０年１月１日～平成２０年１２月３１日の平均使用日数　　　　　　　　9.5

付与日数

７．職員の勤務時間

４０時間

開始時刻 終了時刻

※全職種

休憩時刻

17時30分
12時00分

その都度必要期間

8時30分
　～　13時00分

休暇の種類
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（４）育児休業及び部分休業の取得状況（平成２０年度）

1

2

（５）介護休暇の取得状況（平成20年度）

８．職員の分限及び懲戒

（１）分限処分数（平成２０年度）

1 対象職員は、一般職に属するすべての職員である。

2 分限処分者数

ア 平成20年度中に休職期間が更新された者を新たに休職処分に付された者とみなしている。

イ　

処分に付された者とみなしている。

※全職種

表右側の「うち育児休業取得者数」、「うち部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の各々と必ずし

も一致するわけではなく、また下回ることはない。

介護休暇
取得者数

休　暇　の　取　得　形　式

計 全日型中心 時間型中心 その他

男子職員 -

女子職員 -

休職

-

降任 免職

- -

計 -

　表左側の「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の欄の上段の平成20

年度に新たに育児休業（部分休業）を取得した者の数には、「平成20年度中に新たに育児休業が取得

可能となった職員で育児休業（部分休業）を取得した職員」と「平成19年度中に育児休業（部分休業）が

取得可能となったが平成20年度に新規に育児休業（部分休業）を取得した職員」の両方が含まれるので、

（注）

新たに育児休業（部分休業）を取得した者を、下段には育児休業（部分休業）の期間が平成19年度から

20年度にかけて引き続いている者の数を記入している。

　「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の欄の上段には平成20年度に

22 6計
6

12

6 6女性職員
6

12

部分休業
取得者数

男性職員 16

育児休業
取得者数

部分休業　　取
得者数

平成20年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員

うち両休業
取得者数

（育児休業
対象者数）

　うち           うち

育児休業
取得者数

うち両休
業　　　取
得者数

失職制度は広義の分限として位置づけられたものであるため、欠格条項に該当する者を分限

-

（注）

- -

失職降給

（単位：人）

合計
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（２）処分事由別分限処分者数 （単位：人）

1 処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数である。

2 法とは地方公務員法をいうものである。

（３）懲戒処分数（平成２０年度） （単位：人）

（４）処分事由別懲戒処分者数 （単位：人）

1 処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数である。

2 法とは地方公務員法をいうものである。

降任

（注）

免職 合計区　　　　　　分 失職休職 降給

勤務成績が良くない場合
（法第２８条第１項第１号）

- - - - - -

心身の故障の場合
（法第２８条第１項第２号、第２項第１項）

- - - - - -

職に必要な適格性を欠く場合
（法２８条第１項第３号）

- - - - - -

職制等の改廃等により過員等を生じた場
合（法第２８条第２項第２号）

- - - - - -

刑事事件に関し起訴された場合
（法第２８条第２項第２号）

- - - - - -

条例に定める事由による場合
（法第２７条第２項）

- - - - - -

　　　　　　合　　　　　　計 - - - - - -

- - -

（注）

法第２８条第４項により失職した場合 - - -

合計

1 1 2

戒告 減給 停職 免職

区　　　　　　　　分 戒告 減給 合計

法令違反（法第２９条第１項第１号） 1 1

停職 免職

1

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第２９条第１項第３号）

1 1

職務上の義務違反又は怠慢
（法第２９条第１項第２号）

1

合　　　　　　　　計 1 2 3
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９．職員の服務

（１）服務規律の遵守（平成２０年度）

（２）兼業の許可の件数の推移（平成１８年度～平成２０年度） （単位：件）

１０．職員の研修

※全職種

※全職種

計

○主な研修実績（平成２０年度）

区分（研修名） 内　　　　　　　　容

　平成１９年に策定した「人材育成基本方針」に基づき、職員研修計画を策定し、職員の意識改革及び能

力開発を進め、時代に適応した人材の育成を推進するとともに、住民サービスの向上と住民ニーズの多様

化・高度化に対応した効率的な業務体制の充実を図った。

- -

- -

- -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

任　命　権　者 平成１８年度

取　組　内　容

　地方公務員法、市職員服務規程等に基
づき、公務員としての自覚と行動について
周知徹底した。

- -

任　命　権　者

市長
議会議長
選挙管理委員会
代表監査委員教育委員会
公平委員会
消防長

平成１９年度

- -

平成２０年度

インフォメーション、庁議等

職員への周知方法

山梨県市町村研修所研
修

階層研修、能力開発基礎研修、能力開発専門研
修、支援研修

該当者
及び希
望者

参加者数

（階層等） （人）

対象職員

467

職場内研修 政策形成研修、協働のまちづくり研修
該当者
及び希
望者

393

875計

15市町村アカデミー等研修
市町村アカデミー、国際文化研修所、自治大学、先
進施策調査研修等

該当者
及び希
望者
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１１．職員の勤務成績の評定   

１２．職員の福祉及び利益の保護

（１）職員の厚生福利に関する計画

① 職員の健康管理に関する取組状況（平成２１年度）

（２）職員の厚生福利の実施状況（平成２1年度）

①

②

※全職種

194

職員のレクレーションの実施状況（職員互助会活動）

職員の健康診断の実施状況

参加者数（人）

767

148
親子や職場の仲間同士で、
遊園地での１日を楽しんだ。

各地

互助会員
（全職員）

期　　　　日実施場所対象数（人）

互助会員
（全職員）

年間

年間

10月

互助会員
（全職員）

遊園地
（千葉）

各地

対象数（人）

正職６４３人
臨職２０７人

基本健診

概　　　　　　　　　　　　　　要

県厚生連及び事業団への業務委託により、本庁、各支所、
企業局等で日程を決めて、職員及び臨時職員を対象に巡
回健康診断を行った。（人間ドック受診者及び受診予定者
は除く）

上記受診者を除く職員を対象に共済組合の人間ドックの
受診に対して、基本健診は全額助成、オプションについて
は職員互助会から一部助成とする助成事業を行った。

職員健康診断及び人間ドックのいずれも受診できない場
合に、市の健康診断の受診を指導した。

住民健康診断

家族と楽しむレク
レーション

コンサート等の芸術
作品を楽しむ

項　　　目

職場の仲間と楽しく
レクレーション

親子や職場の仲間同士で
楽しむコンサート・イベント等
への参加について、助成を
行った。

概　　　　要

職場における各種厚生活動
に対し、助成を行った。

項　　　目 検査項目

職員健康診断（巡回
車健診）

人間ドック

事　　　業　　　名

職員の健康管理に関する周知

　平成２１年５月に一般職員を対象に「人事評価制度研修会」を実施し、新しい評価制度の基本的な考え方

についての周知を図った。

　また、新しい評価制度の導入等を定めた本市の「人材育成基本方針」に基づき、制度の導入に向けた試行

※全職種

を実施し、制度設計を行う方針である。

概　　　　　　　　　　　　　　　　　要

市役所衛生委員会の活動の中で、職員の安全衛生に関する啓発資料
を作成し、インフォメーション等で職員に周知した。

18



  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

 　　　２　職員数は、平成２０年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

職員１名のため記入せず

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

基本給

609,942

※Ｈ２１総務省資料

※Ｈ２１総務省資料

平均月収額

20

年度

平　均　年　齢

人

○水道事業

　　１ 職員手当には退職手当を含まない。

　　　　　　区　　分

(参考）市町村（政令
指定都市を除く）

一人当たり給与費

千円

6,541

　　計　　Ｂ

千円 千円

水道事業6,874
交通事業6,667

千円

区分

区分

Ａ

総費用

1,087,391

Ａ  

給与費

Ｂ　

職員手当給　 料

　　　水道、交通事業

　　　　　　Ｂ／Ａ

期末・勤勉手当

636,819

―

66,001

南アルプス市公営企業職員

　　　　　　区　　分

45.7

○交通事業

―

540,600

団 体 平 均

千円　

38 162,459

千円

職員数

南アルプス市公営企業職員 44.5

20,085

％　千円　

360,522

248,545

　　　　千円

343,400

平均月収額

基本給

（参考）

職員給与費比率

％　

める職員給与費比率

―

398,572

平　均　年　齢

43.8団 体 平 均

１３．　公営企業職員の状況

１９年度の総費用に占

22.920 236,870

年度

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める

千円

248,545

質収支

23.0

一人当たり

給与費
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２０年度支給割合） （２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２１年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（２１年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

千円

定年前早期退職特例措置

59.28

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年等

59.28

23.50

41.34

30.55

47.50 59.28

・役職加算　　　　５～１５％

・管理職加算　　措置なし

１人当たり平均支給額（２０年度）

1,674

南アルプス市一般行政職

南アルプス市一般行政職

・管理職加算　　措置なし

（0.75）

3.0 1.5

28,324

※本市では該当無し

-

-

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

-

一般行政職の制度（支給率）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　 勧奨・定年等

45～59歳（3～30％）他

41.34

59.28

30.55

支給対象職員数

千円

33.50

・役職加算　　　　５～１５％

南アルプス市公営企業職員

（1.6）

南アルプス市公営企業職員

47.50 59.28

23.50

１人当たり平均支給額（２０年度）

1,738

1.5

（1.6） （0.75）

3.0

支給実績（２０年度決算）

支給対象地域 支給率

33.50

定年前早期退職特例措置

-

59.28

28,824

45～59歳（3～30％）他

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給
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エ　特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

左記職員に対する支給単価

1,137

29,921

100.0

支給業務

支給実績（２０年度決算）

手当の名称

宿日直出動手当

167

5,177

出動１回につき、５００円

出動１回につき、１，１００円

８，０００円/月
企業局職員に対し、１２月か
ら翌年２月までの３ヶ月間支
給

企業局の宿日直者が、給配
水管の破裂等により出勤し
た職員

企業局の宿日直者

企業局の浄水場に勤務す
る職員で、午前零時に勤務
を交替するため出勤する職
員

支給職員

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（１９年度決算）

交替手当 企業局の浄水場勤務職員

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

冬季特別手当 企業局職員

支給実績（２０年度決算）

3

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

5,569

179
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カ　その他の手当（２１年４月１日現在）

5,376 千円 672,000 円管理職手当

管理又は監督の地位にある職員のうちその
職務の特殊性に基づき規則で定められた職
にある者に支給
役職に応じ　４１，６００円～７５，２００円を支
給

同じ

1,137 千円 189,500 円夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日
の午前５時までの間に勤務した職員（消防
職員にあっては、睡眠時間中に割り振られ
て勤務する職員）に支給
勤務した時間に対し、１時間当たりの給与額
に２５/１００を乗じた額

同じ

　　　- 千円 　　　- 円管理職員特別勤務手当
管理職員が臨時又は緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合に支給
４，０００円～７，０００円/回支給

同じ

2,554 千円 116,091 円宿日直手当
宿日直を命ぜられた職員に支給
支給額４，０００円/回

同じ

1,603 千円 61,654 円通勤手当

通勤距離が２ｋｍ以上の職員に支給
①交通機関等利用者　６ヶ月定期券等の額
を一括支給（ただし、月額換算５５，０００円を
限度）
②交通用具使用者
・４輪車使用者　通勤距離２ｋｍ～２０ｋｍのと
き　距離に応じて３，０００円～１１，８００円を
支給、２０ｋｍを超えるとき　１ｋｍにつき５８０
円を加算
・２輪車等使用者　通勤距離に応じて２，００
０円～２４，５００円を支給
③　①及び②の併用者
  ①及び②によりそれぞれ算出した額の合
計額

同じ

3,098 千円 106,828 円住居手当

自己所有の家又は借家等に居住する職員
に支給
①自己所有住宅居住職員　　　４，０００円/
月
②借家・借間居住職員
  家賃額に応じて最高２７，０００円まで

同じ

6,283 千円 273,174 円

平均支給年額

支給実績 支給職員１人当たり

（２０年度決算）

同じ

（２０年度決算）

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職の
制度と異なる内
容

手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当

扶養親族として配偶者、子等を有する職員
に支給
①配偶者　　　　　　　１３，０００円/月
②配偶者以外の扶養親族
２人目まで　　　　　　　　　６，０００円/月
（配偶者非扶養の場合は１人目　６，５００円/
月）
（配偶者がいない場合は１人目　１１，０００円
/月）
３人目まで　　　　　　　　　５，０００円/月
満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの
間にある子１人につき　５，０００円加算

22



④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

人 人 人 ％

→３ （６）　④、⑤を参照

ウ　　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

平成18年4月1日 平成22年 4月 1日 ４人の減

39 35

計画期間

数値目標
始　期 終　期

イ　(参考)南アルプス市行政改革(集中改革プラン)における定員管理の数値目標(数)

10.3

平成22年4月1日

職員数

4

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

純減数 純減率
平成17年4月1日

23
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 
平成20年4月 

１ 現 状 

（1）職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民問従業員データ 

公務員 民間 区分 

職員数 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

(Ａ) 

対応する民間

の類似職種 

平均年齢 平均給与月額 

(Ｂ) 

A/B 

 全体 21 50.0歳 259,600 274,200     

清掃職員         

学校給食 8 52.5歳 266,200 280,700 調理士 42.7歳 280,300 1.00 

用務員 2 58.3歳 304,300 329,500 用務員 53.9歳 225,900 1.46 

運転手         

 

その他 11 46.9歳 246,700 259,500     
※ 「平均給料月額」とは、20年4月１目現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、往居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の 

額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

※ 民問データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。 

   （平成17年～19年の3か年平均） 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではな

い。 

 

（2）年齢別職員数 

 20歳 

 

未満 

20歳 

 

23歳 

24歳 

 

27歳 

28歳 

 

31歳 

32歳 

 

35歳 

36歳 

 

39歳 

40歳 

 

43歳 

44歳 

 

47歳 

48歳 

 

51歳 

52歳 

 

55歳 

56歳 

 

59歳 

60歳 

 

以上 

 全体 人 

 

人 

 

人 

1 

人 

2 

人 

 

人 

 

人 

3 

人 

 

人 

2 

人 

4 

人 

9 

人 

 

清掃職員             

学校給食       2  1 1 4  

用務員           2  

運転手             

 

その他   1 2   1  1 3 3  

 

（3）その他給与に関する事項 

  ア 給料表 

   行牧職給料表(二)適用 

 

イ 昇給基準 

   毎年１月１目に前1年間における勤務成績に応じ、4号級（55歳以上の場合は2号給）

を標準として昇給する。 

 

２ 基本的な考え方 

  技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同種の職種に従事する者との均衡に

留意しながら、国、県における同種の職員の給与等を参考とし、適正な給与制度・運用となる

よう努めます。  

また、職員については、退職不補充とし臨時職員等を活用します 

 

 

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 
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３ 具体的な取組内容 

  各年度における、人事院及び県人事委員会の勧告等と同等となるよう、 適正な給与等への

改正を実施します。  

平成２０年４月現在、用務員２名が在職していますが、 平成２１年度末までにはすべての

用務員が定年退職を迎え、学校給食員は８名が５名にその他の労務職員は１１名が９名に減少

することから、今後、新規の技能労務職員を採用せずに臨時職員等で対応する計画です。  

 

４ その他 

 技能労務職は退職者不補充とし、業務については順次民間委託又は臨時職員等での対応を推

進していく。 

 

 


